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１ 令和6年4月から義務化される事項について

１．感染症対策の強化
２．業務継続に向けた取組の強化
３．認知症介護基礎研修の受講の義務付け
４．高齢者虐待防止の推進
５．施設系サービスにおける口腔衛生管理の 強化
６．施設系サービスにおける栄養ケア・マネ ジメントの充実
７．事業所医師が診療しない場合の減算（未実施減算）の強化
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１．感染症対策の強化：感染症の予防及びまん延防止の措置

【居宅サービス事業所】
・委員会の開催（半年に１回以上）

・指針の整備

・研修の実施
年１回以上

・訓練の実施
年１回以上

4



１．感染症対策の強化：感染症の予防及びまん延防止の措置

【介護保健施設等】
・委員会の開催（３か月に１回以上）

・指針の整備

・研修の実施
年２回以上

・訓練の実施
年２回以上
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２．業務継続に向けた取組の強化

・業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

・研修の実施
入所系施設：年２回以上
上記以外 ：年１回以上

・訓練の実施
入所系施設：年２回以上
上記以外 ：年１回以上
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３．認知症介護基礎研修の受講の義務付け

・認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置
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４．高齢者虐待防止の推進

・虐待防止検討委員会の開催（定期的）

・指針の整備

・研修の実施
入所系施設：年２回以上
上記以外 ：年１回以上

・担当者の設置
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５．施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

・⻭科医師が介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助⾔及び指導を⾏う
年２回以上

・口腔衛生計画を作成し、必要に応じて定期的な見直す。
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６．施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

・入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、多職種が協働して、入所者ごとの
栄養ケア改革を作成する

・入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を⾏う

・入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価

→基準を満たさない場合は減算となる
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７．事業所医師が診療しない場合の減算（未実施減算）の強化

・訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医
師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化
（減算）した単位数で評価を⾏う診療未実施減算について、事業所外の医師に求められる
「適切な研修の修了等」の適用時期の猶予措置が終了
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２ 令和６年度介護報酬改正により導入された減算規定について

１．業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
２．高齢者虐待防止の推進
３．身体的拘束等の適正化の推進
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１．業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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２．高齢者虐待防止の推進
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３．身体的拘束等の適正化の推進
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３ 令和６年度介護報酬改正事項への質問について

・令和６年度介護報酬改正に関連した質問は，原則として，県のホームページに掲載する質
問様式に記載の上，電子メールにより県へ提出することにより⾏ってください。

・電子メールが使用できない事業所等については，ＦＡＸによる質問を⾏ってください。

・厚生労働省から回答があり次第，県のホームページに回答を掲載します。

17


